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はじめに  

平塚市の環境行政の推進において、関係各位

に対し、多大なる御協力をいただいております

ことに、深く感謝を申し上げます。  

この冊子は、令和４年度に本市が実施した環

境 測 定 の 結 果 及 び 環 境 法 令 等 に 基 づ く 業 務 の

実施状況等をまとめたものです。  

環境問題に対する知識と理解を深め、具体的

な行動への足がかりの一助となるよう、幅広く

御活用いただければ幸いです。  

 

 

令和５年（２０２３年）８月  

 

 

平塚市    

 

 

 

 

 

 



 

 



 

平塚市の位置と地勢 

 平塚市は、東京から南西方向に約 60km、神奈川県のほぼ中央南部、東京から東海道

本線を西下し約１時間のところに位置している。東方は相模川を隔て茅ヶ崎市・寒川町

に、北方は厚木市・伊勢原市・秦野市の各市に、西方は中井町・二宮町・金目川を挟ん

で大磯町に隣接している。 

 市域は、相模平野の南部に位置し、約 3.8㎞の海岸線から西北に広がる扇形をなして

いる。地形は、相模川と金目川の下流域に発達した平野とそれを取り囲む台地及び丘陵

からなっていて、背後には丹沢大山山麓を控え、西方には富士箱根連山を遠望する四季

温暖な気候に恵まれている。 

 

 ・市域面積  67.88㎢ 

 ・距  離  東西 約 12.45km  南北 約 10.2km 

        周囲  54.15km   
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第１章 大気汚染 

１ 大気汚染の監視体制 

本市では、大気汚染防止法第 22 条第１項※1 の規定に基づき、大気自動測定機によ

る大気汚染の常時監視測定を行っています。測定項目は、硫黄酸化物、窒素酸化物、

一酸化炭素、光化学オキシダント、浮遊粒子状物質、微小粒子状物質及び炭化水素で

す。また、汚染の動向を調べるため、気象も観測しています。さらに、有害大気汚染

物質調査やダイオキシン類調査を実施しています。 

令和４年度の大気監視測定地点を表１－１及び図１－１に示します。 

 

表１－１ 令和４年度 大気監視測定地点 

図 

記号 

測定地点 

（所在地） 

測定内容 
①大気自動測定機による常

時監視の測定局区分 

 

②有害大気汚染物質調査の

属性 

（区分：全国標準監視地点） 

 

③ダイオキシン類調査の地

域分類 

大気自動測定機による常時監視 
 

有 

害 

大 

気 

汚 

染 

物 

質 

 

ダ 

イ 

オ 

キ 

シ 

ン 

類 

 

硫 

黄 

酸 

化 

物 

 

窒 

素 

酸 
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物 
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酸 

化 

炭 

素 
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化 
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ン 
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浮 

遊 

粒 

子 

状 

物 

質 

 

微 

小 

粒 

子 

状 

物 

質 

 

炭 

化 

水 

素 

A 
大野公民館 
(東真土 2-12-1) 

○ ○  ○ ○  ○ ○   ①一般環境大気測定局 

B 
神田小学校 
(田村 6-1-1) 

○ ○  ○ ○    ○  
①一般環境大気測定局 

②沿道 

C 
旭小学校 
(河内 307) 

○ ○  ○ ○ ○ ○ ○  
①一般環境大気測定局 

②一般環境 

D 
花水小学校 
(龍城ケ丘 5-62) 

○ ○  ○ ○     ①一般環境大気測定局 

E 
松原歩道橋 
(天沼 2-5)  

○ ○  ○     ①自動車排出ガス測定局 

F 
八幡小学校 

(東八幡 3-8-1) 

 
○  ②固定発生源周辺 

G 
金目小学校 

(南金目 907) 

 
 ○ ③一般環境 

 
 ※1 大気汚染防止法第 22 条第１項：都道府県知事※2 は、大気の汚染の状況を常時監視しな
   ければならない。 
 ※2 本市は大気汚染防止法の政令市のため、県が行う常時監視を市が行っている。 
 ※3 令和４年９月１日から測定開始 

※３ 
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図１－１ 令和４年度 大気監視測定地点図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

大気自動測定機による大気汚染の常時監視測定の様子(旭小学校測定局) 
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ppm        ：環境基準の評価 

２ 測定結果 

（１）大気自動測定機による常時監視 

   令和４年度の常時監視測定の結果、二酸化硫黄、二酸化窒素、一酸化炭素、浮遊

粒子状物質及び微小粒子状物質は、全測定局で環境基準を達成しています。光化学

オキシダントは、全測定局で環境基準を達成していません。 

 

ア 硫黄酸化物（SOx）〔巻末資料 P57 参照〕 

大気中の硫黄酸化物は、主として重油などの燃料に含まれる硫黄分が、燃焼に伴

い酸化されて生成するものです。環境基準は、二酸化硫黄について定められていま

す。 

二酸化硫黄の常時監視測定は、一般環境大気測定局４局で実施しています。令和

４年度の測定結果は、日平均値の２％除外値が 0.001～0.002 ppm、年平均値が 0.000

～0.001 ppm、１時間値の最高値が 0.005～0.011 ppm でした。全測定局において

長期的評価及び短期的評価による環境基準を達成しています。経年変化をみると、

近年は横ばいで推移しています。 

 

図１－２ 二酸化硫黄の経年変化（日平均値の２％除外値） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 窒素酸化物（NOx）〔巻末資料 P56 参照〕 

窒素酸化物は、物の燃焼に伴い生成するもので、そのほとんどは一酸化窒素です。

一酸化窒素が大気中で徐々に酸化されることによって二酸化窒素になります。二酸

化窒素は、それ自体に毒性があり、光化学スモッグの原因物質にもなっています。 

窒素酸化物の常時監視測定は、一般環境大気測定局４局と自動車排出ガス測定局

１局で実施しています。経年変化をみると、近年は横ばいで推移しています。 
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       ：環境基準の評価 

（ア）一酸化窒素（NO） 

 

図１－３ 一酸化窒素の経年変化（年平均値） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（イ）二酸化窒素（NO2） 

二酸化窒素の令和４年度の測定結果は、日平均値の年間 98％値が 0.021～

0.028 ppm、年平均値が 0.009～0.013 ppm でした。全測定局で環境基準を達成

しています。 

 

図１－４ 二酸化窒素の経年変化（日平均値の年間 98％値） 
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       ：環境基準の評価 

ウ 一酸化炭素（CO）〔巻末資料 P58 参照〕 

一酸化炭素は、炭素を含む物質の不完全燃焼により生成するもので、主に自動車

排出ガスが発生源であるとみられています。 

一酸化炭素の常時監視測定は、松原歩道橋測定局（自動車排出ガス測定局）で実

施しています。令和４年度の測定結果は、日平均値の２％除外値が 0.5 ppm、年平

均値が 0.3 ppm、１時間値の最高値が 1.4 ppm でした。長期的評価及び短期的評価

による環境基準を達成しています。経年変化をみると、近年は横ばいで推移してい

ます。 

 

図１－５ 一酸化炭素の経年変化（日平均値の２％除外値） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

エ 光化学オキシダント（Ox）〔巻末資料 P58 参照〕 

光化学オキシダントは、大気中の窒素酸化物や炭化水素などが強い紫外線により

反応を起こし、二次的に生成する酸化性物質の総称であり、光化学スモッグの主成

分になります。 

光化学オキシダントの常時監視測定は、一般環境大気測定局４局で実施しており、

全測定局において環境基準を達成していません。 

なお、平成 26 年９月に環境省から示された「光化学オキシダント濃度の長期的

な変化を評価するための新指標（日最高値８時間値の年間 99 パーセンタイル値の

３年移動平均値）」による経年変化をみると、近年は横ばいで推移しています。 

ppm 

年度 
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       ：環境基準の評価 

図１－６ 光化学オキシダントの新指標※による経年変化 

※日最高値８時間値の年間 99 パーセンタイル値の３年移動平均値 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

オ 浮遊粒子状物質（SPM）〔巻末資料 P57 参照〕 

  浮遊粒子状物質は、大気中に浮遊する粉じんのうち粒径が 10 µm（マイクロメー

トル）以下のものをいいます。呼吸によって肺の深部まで達するため、呼吸器系に

影響があるといわれています。 

  浮遊粒子状物質の常時監視測定は、一般環境大気測定局４局と自動車排出ガス測

定局１局で実施しています。令和４年度の測定結果は、日平均値の２％除外値が

0.026～0.031 mg/m3、年平均値が 0.013～0.015 mg/m3、１時間値の最高値が 0.082

～0.198 mg/m3 でした。全測定局において環境基準を達成しています。経年変化を

みると、近年は穏やかな低下傾向で推移しています。 

 

図１－７ 浮遊粒子状物質の経年変化（日平均値の２％除外値） 
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       ：環境基準の評価 

（長期基準） 

       ：環境基準の評価 

（短期基準） 

カ 微小粒子状物質（PM2.5）〔巻末資料 P56 参照〕 

  微小粒子状物質は、大気中に浮遊している 2.5 µm 以下の小さな粒子のことです。

非常に小さな粒子であるため、肺の奥深くまで入りやすく、呼吸器系への影響に加

え、循環器系への影響が心配されています。 

  微小粒子状物質の常時監視測定は、旭小学校測定局（一般環境大気測定局）に加

え、令和４年９月から大野公民館測定局（一般環境大気測定局）でも開始しました。

令和４年度の測定結果は、年平均値が 8.3 µg/m3、日平均値の年間 98 パーセンタイ

ル値が 17.8 µg/m3 でした。長期基準に関する評価及び短期基準に関する評価を達

成しており、環境基準を達成しています。経年変化をみると、近年は穏やかな低下

傾向で推移しています。 

 

図１－８ 微小粒子状物質の経年変化（年平均値） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１－９ 微小粒子状物質の経年変化（日平均値の年間 98 パーセンタイル値） 
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（２）有害大気汚染物質（ダイオキシン類を除く）〔巻末資料 P59-60 参照〕 

有害大気汚染物質の定義は、「継続的に摂取される場合には人の健康を損なうお

それがある物質で大気の汚染の原因となるもの（ばい煙、特定粉じん及び水銀等を

除く。）」です。〔大気汚染防止法第２条第 15 項〕 

   有害大気汚染物質に該当する可能性のある物質のうち、大気汚染による人への健

康リスクがある程度高いと考えられる物質を「優先取組物質」と言います。優先取

組物質のうち環境基準が設定されている物質は、ベンゼン、トリクロロエチレン、

テトラクロロエチレン、ジクロロメタンの４物質です。また、指針値が設定されて

いる物質は、アクリロニトリル、アセトアルデヒド、塩化ビニルモノマー、塩化メ

チル、クロロホルム、1,2-ジクロロエタン、水銀及びその化合物、ニッケル化合物、

ヒ素及びその化合物、1,3-ブタジエン並びにマンガン及びその化合物の 11 物質です。 

環境基準が設定されている４物質の令和４年度の測定結果（１年平均値）は、全

測定地点で環境基準を達成しています。また、指針値が設定されている物質の令和

４年度の測定結果（１年平均値）は、全測定地点で指針値を下回りました。 

 

図１－10 ベンゼンの経年変化（１年平均値） 
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図１－11 トリクロロエチレンの経年変化（１年平均値） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１－12 テトラクロロエチレンの経年変化（１年平均値） 
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図１－13 ジクロロメタンの経年変化（１年平均値） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）ダイオキシン類〔巻末資料 P60 参照〕 

ダイオキシン類は、工業的に製造する物質ではなく、主に廃棄物の焼却に伴って

非意図的に生成される有害な有機塩素化合物の一種です。ダイオキシン類対策特別

措置法では、ポリクロロジベンゾ－パラ－ジオキシン（PCDDs）及びポリクロロジベ

ンゾフラン（PCDFs）にコプラナーポリクロロビフェニル（Co-PCBs）を含めてダイ

オキシン類と言います。 

大気環境中のダイオキシン類濃度を把握するため、ダイオキシン類対策特別措置

法第 26 条第１項※１及び第 27 条第１項※２の規定に基づき、神奈川県が平塚市博物館

で１年おきに調査を行っています（令和４年度は調査なし）。また、本市では、神

奈川県と協議して、令和４年度は金目小学校で調査を行いました。測定結果（年平

均値）は、0.015 pg-TEQ/m3で環境基準を達成しています。 

 

※１ ダイオキシン類対策特別措置法第 26 条第１項：都道府県知事は、当該都道府県の区

域に係る大気、水質（水底の底質を含む。以下同じ。）及び土壌のダイオキシン類によ

る汚染の状況を常時監視しなければならない。 

※２ ダイオキシン類対策特別措置法第 27 条第１項：都道府県知事は、国の地方行政機関

の長及び地方公共団体の長と協議して、当該都道府県の区域に係る大気、水質及び土壌

のダイオキシン類による汚染の状況についての調査測定をするものとする。 

 

 

 




